
「大渡ダム管理所の災害発生時における河川災害等応急復旧に関する協定

（案）」に関する公募要領

「大渡ダム管理所の災害発生時における河川災害等応急復旧に関する協定（案）」（以

下、｢応急復旧協定｣という。）について、以下の通り平成２４年度の応急復旧協定の締結

希望者を公募いたします。応急復旧協定の締結を希望される方は、以下の｢応急復旧協定

（案）締結説明書｣により、公募参加資格が確認できる申請書の提出をお願いいたします。

応急復旧協定（案）締結説明書

公募日

平成２４年２月３日

１． 協定概要

（１） 協定名

大渡ダム管理所の災害発生時における河川災害等応急復旧に関する協定（案）

（別紙－１）

（２） 協定区間

災害時における河川災害応急復旧を実施する区間は、大渡ダム直轄管理区間

区分 ①

（左岸上下流）

高知県吾川郡仁淀川町大字大渡字ダバ１００番の１地先

～愛媛県上浮穴郡久万高原町大字中津字ハシカケ２５０２番の１地先

（右岸上下流）

高知県吾川郡仁淀川町大字高瀬字コカツキ９７番の３地先

～愛媛県上浮穴郡久万高原町大字柳井川字ミヤノカミ６２９０番地先

（岩屋川両岸）

高知県吾川郡仁淀川町別枝字石ノ内２５５１番のホの５地先

～高知県吾川郡仁淀川町別枝竹ノ前２５７５番のハの１地先

であり、別紙－２に表示する区間とする。

（３） 目的

地震、洪水等の異常な自然現象下において、大渡ダム管理所が管理する管理区

間において発生した災害の応急復旧に関し、これに必要な建設機械、資材、労力

等（以下「建設資機材等」という。）について、その確保及び動員の方法を定め、

もって災害の拡大防止と被災施設の早期復旧に期することを目的とする。



（４） 協定期間

平成２４年 ４月 １日 ～ 平成２５年 ３月３１日

２． 公募参加資格

公募参加資格は、以下のとおりとする。

（１） 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条及び第 71 条の規定に

該当しない者であること。

（２） 四国地方整備局における平成２３・２４年度一般競争参加資格の内、「一般土

木工事」の「C または D 等級」に認定されている者であること。※協定締結の

日において、四国地方整備局における平成２３・２４年度一般競争参加資格「上

記工事」の「上記等級」に認定されている者であること（会社更生法（平成 14

年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再

生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされいる者

については、手続開始の決定後、四国地方整備局長が別に定める手続に基づく

一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

（３） 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記（２）の再認定を受け

た者を除く。）でないこと。

（４） 平成８年度以降に元請けとして、下記の条件を満足する施工実績を有するこ

と。なお、共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が 20 ％以上の場

合のものに限る。

・築堤工事、護岸工事、根固工事、維持修繕工事

なお、当該実績が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事に係る

実績である場合にあっては、工事成績評定通知書による評定点が６５点未満の

ものを除く。

（５） 次に掲げる基準を満たす技術者を配置技術者（以下、｢配置技術者｣という）

として、配置できること。

① １級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のものをいう。

・１級建設機械施工技士の資格を有する者

・技術士（建設部門、農業部門（選択科目を「農業土木」とするものに限

る。）、森林部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る。）、水産部

門（選択科目を「水産土木」とするものに限る。）又は総合技術監理部

門（選択科目を「建設」、「農業－農業土木」、「森林－森林土木」又は「水

産－水産土木」とするものに限る。））の資格を有する者

・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者



② 配置技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

③ 上記①、②について確認出来る書類を添付すること。その添付がされな

い場合は、公募に参加出来ないことがある。

（６） 公募参加資格確認申請書（以下、「申請書」という。）及び公募参加資格確認

資料（以下、｢資料｣という。）の公募日から提出期限の日までの期間に、四国地

方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領（昭和５９年３月２

９日付建設省厚第９１号。以下「指名停止措置要領」という。）に基づく指名停

止を受けていないこと。

（７） 高知県吾川郡仁淀川町、高岡郡越知町、高岡郡佐川町内に営業拠点（建設業

法の土木一式工事の許可を有する本店、支店又は営業所）を有すること。

（８） 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ず

るものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続

している者でないこと。

３． 応急復旧協定締結者の決定に関する事項

（１） 応急復旧協定の締結は、２．に掲げる公募参加資格を満たしている者と行う

ものとする。

（２） 選定、非選定の結果については、書面により通知する。なお、選定された場

合は、協定締結の依頼を併せて行うものとする。

（３） 選定にあたっては、本店の位置、ＢＣＰの認定、技術者等により選定する。

４． 担当部局

〒７８１－１８０２ 高知県吾川郡仁淀川町高瀬３８１５

大渡ダム管理所 管理二係 矢藤 弘之

ＴＥＬ：０８８９－３２－２１２０

ＦＡＸ：０８８９－３２－１１２７

５． 公募参加資格の確認等

（１） 本公募の参加希望者は、２.に掲げる公募参加資格を有することを証明するた

め、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、担当官から公募参加

資格の有無について確認を受けなければならない。

なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに公募参加資格がない

と認められた者は、本公募に参加することができない。

① 提出期間：平成２４年２月３日（金）から平成２４年３月２日（金）まで

の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前９時から午後５時ま

で。

② 提出場所：４．に同じ。



③ 提出方法：申請書及び資料の提出は、持参又は郵送（書留に限る。必着の

こと。）とし、電送（ファクシミリ）によるものは受け付けない。

（２） 資料は、次に掲げるところに従い作成すること。

なお、①施工実績については、平成８年度以降に、工事が完成し、引渡しが

済んでいるものに限り記載することとし、「施工実績」（様式―２）に記載する

工事が、大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事である場合にあっ

ては、当該工事に係る工事成績評定通知書の写しを添付すること。

① 施工実績

２.（４）に掲げる資格があることを判断できる施工実績を様式－２に記載す

ること。なお、記載する施工実績の件数は１件とする。

② 配置技術者

２.（５）に掲げる基準を満足する事が判断できる配置技術者の資格等を様式

－３に記載すること。

※応急復旧に際し、専任で配置予定の主任技術者又は監理技術者の候補者を記

載するものとする。

※様式－３の配置技術者は、最大２名まで記載することができる。なお、申請

書を確認する時点においては、専任、非専任の状況について問わないものとす

る。（ただし、実際に応急復旧協定に基づき工事請負契約を行う際には、当該

応復旧に専任できる配置技術者を求めるものとする。）

③ 契約図書の写し

上記①の施工実績として記載した工事に係る契約図書の写し（施工実績内容

の確認できるものを提出すること。ただし、当該工事が、財団法人日本建設情

報総合センターの「工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）」に登録されており、

施工実績内容が確認できる場合は、契約図書の写しを提出する必要はない。

④ 資格等の写し

上記②の配置技術者に必要な資格・雇用関係等が確認できる資料の写しを提

出すること。

⑤ 担当区間の希望調査

協定を希望する区間に注釈等を参照の上、様式－４に記載すること。

（３） その他

① 申請書（追加資料を含む）の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とす

る。

② 担当官は、提出された申請書（追加資料を含む）を、公募参加資格の確認以

外に提出者に無断で使用しない。

③ 提出された申請書（追加資料を含む）は返却しない。



６． 申請書の作成等に対する質問・回答

（１） 申請書の作成等に対する質問は、以下のとおり提出すること。

① 提出方法

質問書（様式自由）の提出は、持参、郵送、FAX によるものとする。

② 提出期間

平成２４年２月３日（金）から平成２４年３月２日（金）までの休日を除く

毎日、９時００分から１７時００分までとする。

③ 提出場所：４．に同じ。

（２） （１）の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧する。

① 閲覧期間

質問を受理してから適宜に、平成２４年３月２日（金）までの休日を除く毎日、

９時００分から１７時００分まで。

② 閲覧場所：４．に同じ。



別紙－１

大渡ダム管理所の災害発生時における河川災害等応急復旧に関する協定（案）

国土交通省四国地方整備局大渡ダム管理所（以下「甲」という。）と、○○株式会社（以下「乙」という。）と

は、災害時における河川災害等応急復旧（以下「復旧」という。）を円滑かつ効率よく実施するために、次の

とおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、地震、洪水等の異常な自然現象下で、甲が管理する河川（以下「河川」という。）にお

いて発生した災害の応急復旧（以下「復旧」という。）に関し、これに必要な建設機械、資材、労力等（以

下「建設資機材等」という。）について、甲、乙双方がその確保及び動員の方法を定め、もって災害の拡

大防止と被災施設の早期復旧に期することを目的とする。

（復旧の実施区間）

第２条 復旧の実施区間は、大渡ダム直轄管理区間

（大渡ダム左岸上下流）

高知県吾川郡仁淀川町大字大渡字ダバ１００番の１地先

～愛媛県上浮穴郡久万高原町大字中津字ハシカケ２５０２番の１地先

（大渡ダム右岸上下流）

高知県吾川郡仁淀川町大字高瀬字コカツキ９７番の３地先

～愛媛県上浮穴郡久万高原町大字柳井川字ミヤノカミ６２９０番地先

（岩屋川両岸）

高知県吾川郡仁淀川町別枝字石ノ内２５５１番のホの５地先

～高知県吾川郡仁淀川町別枝竹ノ前２５７５番のハの１地先

であり、別添－１に表示する区間とする。

（復旧の実施体制）

第３条 甲は、河川において災害が発生し必要と認められるときには、書面又は電話等の方法により乙に出

動を要請することができるものとする。

２ 乙は、甲からの要請を受けた場合は、復旧を総括的に管理する配置技術者を速やかに定めるとともに、

直ちに河川の被災状況を把握し、甲の指示により当該復旧を実施するものとする。

（復旧の指示）

第４条 復旧の指示は、甲又は第２条に定める区間を担当する管理第二係長（以下「管理第二係長」とい

う。）が行うものとし、乙はその指示に従うものとする。

（復旧の実施）

第５条 第３条第２項で定めた配置技術者は、復旧を円滑かつ的確に実施するため、管理第二係長と電話

等の方法により密接な連絡をとらなければならない。

（復旧の完了）

第６条 乙又は配置技術者は、復旧が完了したときは、直ちに電話等の方法により甲及び管理第二係長に

その旨を報告するものとする。

（復旧の実施報告）

第７条 乙は、復旧が完了したときには、作業開始時刻、作業終了時刻及び使用した建設資機材等を速や

かに書面により甲に報告するものとする。

（契約の締結）

第８条 甲は、第３条第１項により出動を要請したときは、遅滞なく工事請負契約を締結するものとする。

２ 工事請負契約を締結する時点において、法定外労働災害補償制度に加入していることを条件とする。こ

の際、当該法定外労働災害補償制度は、元請・下請を問わず補償できる保険であることを条件とする。な

お、法定外労働災害補償制度には、工事現場単位で随時加入する方式と直前１年間の完成工事高によ

り掛金を算出し、保険期間内の工事を保険対象とする方式があり、請負契約の条件となる保険は、いず

れの方式であっても差し支えない。

（建設資機材等の報告、提出）

第９条 乙は、災害時に備え、第３条第２項の復旧に際し使用可能な建設資機材等の数量を把握するととも

に、災害時の実施体制が確認できる資料を協定締結後、速やかに書面により報告するものとする。

２ 乙は、前項で報告した内容に著しい変更を生じたとき、又は建設資機材等の現状について甲が特に報

告を求めたときには、遅延なくその資料を提出するものとする。

３ 甲は、甲が保有する建設資機材等について、予め乙に書面により通知するものとする。

（建設資機材等の提供）

第10条 甲及び乙は、この協定に基づく復旧に関し、双方から要請があったときは、特別な理由がない限り

相互に建設資機材等を提供するものとする。

（費用の請求）

第11条 乙は、復旧完了後、当該復旧に要した費用を、第８条により締結した契約に基づき甲に請求する

ものとする。

（費用の支払）

第12条 甲は、前条の規定による請求を受けたときは、その内容を精査し第８条により締結した契約に基づ

き費用を支払うものとする。

（協定期間）

第13条 この協定の有効期限は、平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日までとする。

（協議）

第14条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度甲、乙協議して定めるも

のとする。

(協定の解除)

第15条 甲は、乙の行為が協定で規定された業務の遂行にあたり、支障をきたした場合は協定を解除でき

るものとする。

（雑則）

第16条 この協定の証として本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自１通を保有する。

平成○○年○月○○日

甲 国土交通省四国地方整備局

大渡ダム管理所長 赤松 薫

乙 ○○株式会社

代表取締役 ○○ ○○



区分①大渡ダム右岸上下流

区分①大渡ダム左岸上下流

応急復旧対策協定（案） 別添－１

９ｋ／２ －０ｋ／７

９ｋ／２

－０ｋ／７

区分①岩屋川両岸



区分①大渡ダム右岸上下流

区分①大渡ダム左岸上下流

応急復旧対策協定（案） 別紙－２

９ｋ／２ －０ｋ／７

９ｋ／２

－０ｋ／７

区分①岩屋川両岸



（様式－１）

（用紙Ａ４）

公募参加資格確認申請書

平成○○年○○月○○日

担当官

四国地方整備局

大渡ダム管理所長 赤松 薫 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名 印

平成２４年２月３日付で公募のありました「大渡ダム管理所の災害発生時における河

川災害等応急復旧に関する協定（案）」に係る公募参加資格について確認されたく、

下記の資料を添えて申請します。

なお、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条の規定に該当する者で

ないこと並びに添付資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。

記

１ 応急復旧協定締結説明書５．(2)①に定める施工実績を記載した書面

２ 応急復旧協定締結説明書５．(2)②に定める配置技術者の資格等を記載した書面

３ 応急復旧協定締結説明書５．(2)③に定める契約図書の写した書面

４ 応急復旧協定締結説明書５．(2)④に定める資格等の写した書面

５ 応急復旧協定締結説明書５．(2)⑤担当区域の希望調査

【問合わせ先】

担当者 ： ○○ ○○

部 署 ： ○○本店 ○○部 ○○課

電話番号： （代）○○○－○○○－○○○○ （内線○○○）

ＦＡＸ○○○－○○○－○○○○



（様式－２） （用紙Ａ４）

施工実績

［記入例］ 会社名：

工事名

発注機関名

工

事 受注者名

名

称 施工場所 （都道府県名・市町村名）

等

最終請負金額

工期 平成 年 月 ～ 平成 年 月

受注形態 単体／ＪＶ（出資比率）

工 構造形式、規模 ・寸 【記載例】記載例は同種工事としての条件を確認できる内

事 法、使用機材・数量、 容を必ず記載すること。

内 施工方法、等

容

CORINSへの登録の有無 有り（登録番号を明記）又は無し

注）１．CORINS登録有りとする場合は、登録内容を事前に確認しておくこと。

２．CORINSに登録されていない等で施工実績が証明できない場合は、工事の工事実績が確認できる書面（工事

の実績が確認できる契約書類／施工計画書及び図面等）の写しを添付すること。

３．記入する施工実績の発注機関名は、当該工事の契約日における名称とすること。



（様式－３）

配置技術者の資格

［記入例］ 会社名：

配置技術者の氏 名 技術者 ○ ○ ○ ○
（フリガナ） ○○ ○○ ○○ ○○

生年月日（和暦） 昭和○○年○○月○○日

最終学歴 ○○大学 ○○学科 ○○年卒業

法令等による資格・免許 ○○施工管理技士

（取得年及び登録番号） （平成○年○月○日 ○○○○○○○○）

配置技術者の氏 名 技術者 ○ ○ ○ ○
（フリガナ） ○○ ○○ ○○ ○○

生年月日（和暦） 昭和○○年○○月○○日

最終学歴 ○○大学 ○○学科 ○○年卒業

法令等による資格・免許 ○○施工管理技士

（取得年及び登録番号） （平成○年○月○日 ○○○○○○○○）

注）１．配置技術者は、２．（５）①に示す資格を有した者であること。

２．応急復旧に際し、専任で配置予定の主任技術者又は監理技術者の候補者を記載するものとする。

３．配置技術者は、最大２名まで記載することができる。なお、当該申請書を確認する時点においては、専任、非専

任の状況について問わないものとする。（ただし、実際に応急復旧協定に基づき工事請負契約を行う際には、当

該応急復旧に専任できる配置技術者を求めるものとする。）

４．配置技術者に必要な資格・雇用関係等の確認ができる資料の写しを提出すること。



（様式－４）

『担当区域希望調査票』

区 域 名 希望する区分

大渡ダム管理所管内 第１希望（区分①）

※大渡ダム管理所管内

区分① 左岸上下流（－０ｋ／７～９ｋ／２）

右岸上下流（－０ｋ／７～９ｋ／２）・岩屋川


